
資料３ 
 

災害時の医療救護等に関するこれまでの検討状況 

 

平成 29年１月  

・久喜市医師会、久喜市歯科医師会、久喜白岡薬剤師会と災害時の医療救護に関する協定を

締結 

 

平成 30年 10月 災害時医療に関する意見交換会 

・災害時の連絡体制 

・医療本部の立ち上げ、救護所の設置、医療機関との連携 

・連絡体制（一斉メール、LINEグループなど） 

・マニュアル作成にあたっては、国、県（保健所）、市の役割などを明確にする。 

・保健センターとの調整 

・フェーズ区分の基準 

 

平成 31年１月 災害医療に関する意見交換会 

・久喜市医師会、久喜市歯科医師会、久喜白岡薬剤師会の役割及び通信手段 

・市職員の参集場所と連絡手段 

・災害時医療救護に関する連絡体制 

 

平成 31年１月 災害時医療救護に関する久喜市医師会・災害拠点病院との意見交換会 

・災害時における医師、職員の招集 

・薬の確保 

・電源、食糧、水などの供給 

・救護所の設営 

・災害時の行政の対応 

 

令和２年 12月 災害時医療に関する久喜白岡薬剤師会との意見交換会 

・災害時のため医薬品の備蓄について協力が可能と思われる薬局の確認（栗橋地区、鷲宮地

区なし。） 

・薬局における夜間の薬剤師不在 

・注射液や点滴液等の備蓄困難 

・薬剤を運搬する車を緊急車両として、証明書等の発行を 


